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つ
な
が
り
で
自
立
と
安
心
を
育
む

社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て

公
益
財
団
法
人
兵
庫
県
人
権
啓
発
協
会 

理
事
長

兵
庫
県
副
知
事

金
澤 

和
夫

か
な    

ざ
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か
ず    

お

　

暖
か
な
春
の
陽
ざ
し
に
身
も
心
も
生
き
生
き
と
す
る

季
節
と
な
り
ま
し
た
。新
年
度
を
迎
え
、職
場
や
学
校
、

地
域
な
ど
で
、新
た
な
人
と
の
出
会
い
や
つ
な
が
り
に

胸
を
と
き
め
か
せ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
、日
本
の
社
会
で
は
、人
口
の
減
少
や
少
子
・
高
齢

化
、国
際
化
の
進
展
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
の
急
速
な
進
展
と
普

及
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。人
々
の

価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
も
多
様
化
し
、人
権
課
題
は

ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
人
権
侵
害
、学
校
で
の
い
じ
め
や
職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、Ｄ
Ｖ（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）、外
国

人
や
性
的
少
数
者
の
人
権
な
ど
、私
た
ち
の
ま
わ
り
に

は
多
く
の
課
題
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、相
次
ぐ
自
然
災
害
に
よ
り
、今
な
お
、避
難
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
も
数
多
く
お
ら
れ
ま

す
。改
め
て
生
命
の
尊
厳
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
の
尊

さ
、他
者
を
思
い
や
る
心
の
大
切
さ
な
ど
、支
え
合
い
、

共
に
生
き
る
社
会
づ
く
り
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
ま
さ
に
、誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を「
個
性
」と

し
て
認
め
合
い
、人
と
人
、人
と
地
域
が
つ
な
が
り
、年

齢
や
性
別
、文
化
の
違
い
や
障
害
の
有
無
な
ど
に
か
か

わ
ら
ず
、だ
れ
も
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
支
え
合
う

中
で
、す
べ
て
の
人
が
自
信
と
尊
厳
を
持
っ
て
安
心
し
て

暮
ら
し
、一
人
ひ
と
り
が
持
て
る
力
を
発
揮
し
て
元
気
に

活
動
で
き
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、当
協
会
で
は
、県
民
の
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
が
、互
い
に
尊
重
さ
れ
、共
に
生
き
る「
共
生
社

会
」の
実
現
に
向
け
た
人
権
意
識
の
普
及
高
揚
を
図
る

た
め
に
、啓
発
や
研
修
、調
査
研
究
、相
談
等
に
関
す
る

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、「
子
ど
も
・
若
者
の
人
権
」を
テ
ー
マ
に
、人

権
啓
発
ビ
デ
オ『
君
が
、い
る
か
ら
』を
制
作
し
ま
し
た
。多

く
の
方
に
視
聴
し
て
い
た
だ
き
、人
と
人
が
幸
せ
に
つ
な
が

る
社
会
づ
く
り
、子
ど
も
や
若
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

居
場
所
づ
く
り
に
つ
い
て
、身
近
な
課
題
と
し
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
秋
に
は
、５
年
ご
と
の「
人
権
に
関
す
る
県
民
意

識
調
査
」を
実
施
し
ま
し
た
。多
く
の
県
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、調
査
の
結
果

を
踏
ま
え
、今
後
一
層
の
効
果
的
な
人
権
啓
発
活
動
の

展
開
に
努
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
も
、「
ひ
ろ
げ
よ
う　

こ
こ
ろ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、「
人
権
文
化
を
す
す
め
る
県
民

運
動
」を
推
進
し
、ひ
ょ
う
ご
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
や
人
権
の
つ
ど
い
な
ど
の
人
権
啓
発
イ
ベ
ン
ト
の

開
催
や
研
修
会
、「
ひ
ょ
う
ご
人
権
ジ
ャ
ー
ナ
ル
き
ず

な
」の
発
行
な
ど
を
通
し
て
、人
権
尊
重
の
大
切
さ
に
つ

い
て
県
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
互
い
を
思
い
や
る
気
持
ち
は
つ
な
が
り
を
生
み
、新

た
な
活
力
と
な
り
、兵
庫
を
元
気
に
し
ま
す
。今
後
も
各

市
町
、関
係
機
関
と
の
連
携
を
深
め
、人
権
尊
重
の
理
念

を
日
常
生
活
の
中
で
自
然
に
態
度
や
行
動
に
あ
ら
わ
す

こ
と
が
で
き
る「
人
権
文
化
」の
定
着
し
た
社
会
を
県
民

の
皆
さ
ん
と
と
も
に
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。人
と
人
、人
と

地
域
の
つ
な
が
り
で
自
立
と
安
心
を
育
む
社
会
の
実
現

に
向
け
て
、こ
れ
か
ら
も
力
を
合
わ
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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　「人権」とは、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、私たちが幸せに暮らす
ために欠くことのできない大切なものです。兵庫県では、一人ひとりが大切にされ、個人が個

人としていきいきと輝く社会をめざして、「人権文化をすすめる県民運動」を市町とともに推進しています。
　本号では、人権の尊重が社会の文化として定着し、だれもがお互いを認め合いながら共に生きる「共生社
会」の実現に向けて、一緒に考えてみましょう。

Profile

1950（昭和25）年生まれ。神戸大学名誉教授。
法学博士（神戸大学）。2013（平成25）年から現
職。（一財）国際法学会理事長、国際人権法学会
理事長、国連人権理事会諮問委員会委員、日本
海洋法研究会会長、（公財）世界人権問題研究
センター所長を務める。

人
権
文
化
と
は
な
に
か

　

人
は
、一
人
ひ
と
り
か
け
が
え
の
な
い

存
在
で
あ
り
、多
様
な
個
性
や
可
能
性
を

も
っ
て
生
ま
れ
て
き
ま
す
。人
権
は
、す
べ

て
の
人
の
尊
厳
と
権
利
が
尊
重
さ
れ
、一

人
ひ
と
り
の
持
て
る
能
力
が
発
揮
で
き
る

社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も

の
で
す
。一
人
ひ
と
り
が
人
権
を
守
る
意

識
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、自
分
の
人
権

の
み
な
ら
ず
、他
の
人
の
人
権
も
守
っ
て

ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。人
権
文
化
と

は
、日
常
の
中
で
、こ
う
し
た
人
権
尊
重

を
自
然
に
態
度
や
行
動
で
示
す
生
活
の

あ
り
方
を
い
い
ま
す
。

　

し
か
し
、残
念
な
こ
と
に
最
近
で
は
、特

定
の
民
族
や
国
籍
の
人
々
を
誹
謗
中
傷

し
、社
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
が
日
本
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。こ
う
し
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、人
々

に
不
安
感
や
嫌
悪
感
を
与
え
る
だ
け
で

な
く
、マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
属
す
る
人
び
と

の
自
尊
感
情
、つ
ま
り
個
人
の
尊
厳
を
傷

つ
け
、社
会
の
中
に
差
別
意
識
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、人
は
、ど
の
よ
う
な

人
種
、民
族
で
生
ま
れ
る
の
か
、ま
た
、ど

の
国
の
国
民
で
生
ま
れ
る
の
か
を
選
ん
で

生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
は
そ
う
し
た
属
性
に
よ
り
、ま
た
自
ら

が
責
任
を
も
た
な
い
事
実
に
よ
っ
て
、差

別
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

多
文
化
共
生
社
会
を
め
ざ
し
て

　

私
た
ち
が
目
指
す
社
会
は
、お
互
い
の

価
値
観
や
生
き
方
の
相
違
を
尊
重
し
理

解
す
る
と
い
う
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
で
す
。偏
見
や
憎
悪
で
は
な
く
、理

解
と
共
感
が
あ
ふ
れ
る
社
会
で
す
。外
国

人
で
あ
る
と
い
う
属
性
で
差
別
さ
れ
る
社

会
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
、

外
国
人
が
暮
ら
し
や
す
い
社
会
は
、日
本

人
に
と
っ
て
も
暮
ら
し
や
す
い
社
会
で
あ

る
か
ら
で
す
。私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
許
さ
ず
、す
べ
て
の
人

が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
を
つ
く
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

昨
年
、出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

が
改
正
さ
れ
、外
国
人
労
働
者
を
受
け
入

れ
る
た
め
に
、新
た
な
在
留
資
格
と
し
て

特
定
技
能
１
号
及
び
２
号
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
※
。外
国
人
労
働
者
の
本
格
的
受

け
入
れ
に
か
じ
を
切
っ
た
日
本
で
す
が
、

受
け
入
れ
る
の
は
モ
ノ
で
は
な
く
、ヒ
ト

で
す
。世
界
人
権
宣
言
第
６
条
は
、「
す
べ

て
の
者
は
、す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
、法

律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を

有
す
る
」と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
暮
ら
す
す
べ
て
の
人
が
暮
ら
し

や
す
い
社
会
で
あ
る
た
め
に
は
、人
権
文

化
あ
ふ
れ
る
共
生
社
会
を
作
り
上
げ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
人
材
確
保
が
困
難
な
産
業
分
野
で
、特
定
技
能
１
号
は
14

業
種
に
つ
い
て
最
大
５
年
、特
定
技
能
２
号
に
つ
い
て
は
そ

の
う
ち
５
業
種
に
つ
い
て
期
限
の
上
限
を
設
け
ず
に
、外
国

人
材
を
受
け
入
れ
る
制
度
。

人
権
文
化
あ
ふ
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て

私が

思うこと

坂
元 

茂
樹 

さ
ん 

同
志
社
大
学
法
学
部 

教
授
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特集 人 権

平成30年度 人権に関する県民意識調査の概要
　兵庫県と（公財）兵庫県人権啓発協会では、人権問題に関する県民の意識や動向を把握することを目的として、平
成30年度に、人権に関する県民意識調査を実施しました。本号で調査の概要を紹介し、今年度一年間を通して特集テー
マごとに調査内容を掲載します。さまざまな人権課題の解決に向けて取り組まれている関係者をはじめ、各方面におい
て人権教育・啓発に携わっておられる方々など、県民の皆さまに研修会や学習会等の機会をとらえて、ご活用いただき
たいと考えています。なお、すべての結果につきましては、兵庫県のウェブサイトで紹介します。

【調査方法】
○調査対象：県内在住する満18歳以上の男女個人
　（外国人を含む）
○調査数：3,000人
○調査方法：層化2段無作為抽出による郵送法
○調査期間：平成30年10月22日～11月12日
○有効回答数（率）：1,338（44.6％）

【設問構成】
○人権に関する一般的な意識
○個別の人権問題に関する意識
○今後の人権教育・啓発のあり方に関する意識
○人権問題に関する自由意見

調
査
に
つ
い
て

人権に関する県民の意識グラフで見る 

人権全般について

Ｑ4  今までに、他人の人権を侵害をしたことがあると思うか

ないと思う
44.8%

無回答 0.9%
わからない 6.7%
あると思う 5.3%

自分では気づかなかったが
あるかもしれない
42.3%

（全体1,338人）

Ｑ3  今までに自分の人権が侵害されたと思うことがあるか

●それはどのような人権侵害か（全体309人）

●人権侵害を受けたときどうしたか（全体309人）

あらぬうわさや悪口による、名誉・信用などの侵害
職場でのいじめやいやがらせ

学校でのいじめや体罰
プライバシーの侵害

公的機関や企業・団体による不当な扱い
差別待遇（信条・性別・社会的身分・心身の障害などによる不利な扱い）

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ：配偶者やパートナーからの暴力・暴言など）
地域での暴力、脅迫、無理じい、仲間はずれ

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）
インターネットによる人権侵害

家庭での暴力や虐待
その他

わからない
無回答

家族や友人など信頼できる人に相談した
何もできなかった
相手に抗議した

どのようにしたらいいのかわからなかった
公的機関（法務局・県庁・市役所・町役場などの人権相談窓口等）に相談した

警察に相談した
弁護士に相談した

職場の相談窓口に相談した
ＮＰＯ法人など民間団体に相談した

地域の自治会長や民生委員・児童委員、人権擁護委員に相談した
その他
無回答

ある
23.1%

無回答
0.8%

わからない
20.0%

ない
56.1%

47.647.6
37.237.2

22.322.3
15.915.9

4.54.5
3.63.6
3.63.6
3.23.2
1.01.0
0.60.6
5.55.5

1.01.0
0 10 20 30 40 50

（％）

（％）

（全体1,338人）

46.046.0
42.142.1

22.722.7
17.517.5
16.516.5
13.913.9
10.710.7
9.79.7
8.18.1
7.17.1
6.86.8

0.60.6
4.24.2

0.60.6
0 10 20 30 40 50

ひじょうに身近に感じる
10.7%

かなり身近に感じる
30.6%
どちらとも言えない
29.6%

あまり身近に
感じない
23.5%

全く身近に感じない
2.3%

わからない 2.1%
無回答 1.3%

Ｑ1  「人権」を、どのくらい身近な問題として感じているか（全体1,338人）

障害のある人に関する問題

インターネットによる人権侵害の問題

女性に関する問題

高齢者に関する問題

子どもに関する問題

働く人の権利に関する問題

北朝鮮当局によって拉致（らち）された被害者に関する問題

犯罪被害者に関する問題

環境と人にかかわる問題 

日本に居住している外国人に関する問題

部落差別などの同和問題

刑を終えて出所した人に関する問題

性同一性障害者※に関する問題

性的指向（異性愛、同性愛など）を理由とした人権侵害の問題

ホームレスの人に関する問題

エイズ患者・HIV （エイズ・ウイルス）感染者に関する問題

ハンセン病患者・回復者などに関する問題

アイヌの人々に関する問題

その他の問題 

特にない

無回答

46.8

42.8

37.1

36.8

36.5

33.5

21.9

20.0

16.8

15.0

14.1

12.6

9.3

9.0

7.8

4.2

3.7

2.7

2.1

0.7

1.3

2.1

2.1
0 10 20 30 40 50

※生物学的な性と性自認( こころの性) とが一致しない人

（％）

人身取引（性的搾取［さくしゅ］ 、強制労働などを
目的とした人身取引）に関する問題

東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の
事故発生による人権問題

日本の社会には、人権にかかわるいろいろな
問題があるが、特に関心を持っているものはＱ2
※○は５つまで （全体1,338人）
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Ｑ6
子どもに関することで、
人権上、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

インターネットを使ったいじめが起きていること

教師が体罰を加えること

その他

わからない

無回答

（％）

子どもに心理的な虐待を加えたり、
子育てを放棄したりすること

学校や就職先の選択などについて、
大人が子どもの意見を無視すること

子ども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、
「無視」などのいじめをしたりすること

貧困のために進学や就職が困難になったり、
健康な生活ができなかったりすること

保護者がいうことを聞かない子どもに
しつけのつもりで体罰を加えること

いじめをしている人や、いじめられている人を
見て見ぬふりをすること

親の事情などによって、子どもが
無国籍や無戸籍になること

ビデオ、インターネットなどでの子どもを
取り巻く性情報のはんらん

児童買春や子どものヌード写真・映像を
商品化すること

0 10 20 30 40 50 60

50.250.2

39.739.7

35.135.1

31.431.4

27.527.5

25.725.7

14.114.1

10.810.8

8.98.9

7.67.6

4.84.8

2.32.3

0.60.6

2.72.7

子どもの人権について

その他

わからない

無回答

（％）

働く場所や機会が少なく、
仕事上の待遇が十分でないこと

道路の段差解消、エレベーターの設置など、障害のある人が
暮らしやすいまちづくりへの配慮が足りないこと

社会復帰や社会参加のための
受入態勢が十分でないこと

学校や職場で不利な扱いを受けたり
虐待を受けたりすること

病院や福祉施設において
劣悪な処遇や虐待を受けること

障害のある人の生きる権利を認めようとしないといった
優生思想のような考え方が残っていること

障害者差別解消法の内容や
目的が十分理解されていないこと

障害のある人の意見や行動が
尊重されないこと

家族が世話することを避けたり、
家族から虐待を受けたりすること

情報をわかりやすい形にして
伝える配慮が足りないこと

障害のある人の賃貸住宅などへの
入居が難しいこと

スポーツ活動や文化活動などへ
気楽に参加できないこと

46.9

33.6

26.3

19.2

15.4

15.0

12.3

11.2

10.5

10.4

6.5

5.2

1.0

2.6

0 10 20 30 405 15 25 35 45 50

Ｑ8
障害のある人に関することで、
人権上、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

障害のある人の人権について

Ｑ5
女性に関することで、
人権上、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

女性の人権について

昇給・昇進の格差など、職場での男女の待遇の違い

女性の社会進出のための支援制度の不備

痴漢やわいせつ行為などの性犯罪

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）

ストーカー行為 

売春・買春、援助交際

その他

わからない

無回答

（％）

35.6

34.8

30.6

25.2

20.1

14.9

14.4

14.0

12.7

11.7

6.8

6.4

5.8

1.0

3.4

0 10 20 30 40

女性の活躍に影響を及ぼす古い考え方や
社会通念、慣習・しきたりが残っていること

男女の性別による固定的な意識
（「男は仕事、女は家庭」など）

女性が政策や方針などの決定に参画する機会が少ない
(女性の政治家や管理職が少ないなど）

マタニティ・ハラスメント(職場での妊娠・
出産などを理由とする不利益取扱いなど）

アダルトビデオ、ポルノ雑誌における女性の
ヌード写真や映像の商品化など

ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ：配偶者やパートナーからの暴力・暴言など）

5 15 25 35

悪徳商法や詐欺(さぎ) などによる被害が多いこと

その他

わからない

無回答

（％）

働く意欲や能力があるのに雇用と
待遇が十分保障されていないこと

家庭や施設での介護を支援する
制度が十分でないこと

道路の段差解消、エレベーターの設置など、高齢者が
暮らしやすいまちづくりへに配慮が足りないこと

家族が世話することを避けたり、
家族から虐待を受けたりすること

高齢者が邪魔者扱いされ、
意見や行動が尊重されないこと

高齢者だけでは賃貸住宅などへの
入居が難しいこと

情報を高齢者にわかりやすい形にして
伝える配慮が足りないこと

病院や福祉施設において
劣悪な処遇や虐待を受けること

38.9

38.0

33.6

30.1

27.5

24.6

16.4

15.2

10.5

3.8

0.8

1.5

0 10 20 30 405 15 25 35 45

Ｑ7
高齢者に関することで、
人権上、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

高齢者の人権について

9.0
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特集 人 権

文化や生活習慣の違いが受け入れられなかったり、
その違いからいやがらせを受けること

ヘイトスピーチ解消法の内容や目的が
十分理解されていないこと

病院や施設などで、外国語の表記などの
対応が不十分であること

就職・職場で不利な扱いを受けること

ヘイトスピーチによるいやがらせなどがあること

住宅の申込や入居で不利な扱いを受けること

入学・学校で不利な扱いを受けること

年金など社会保障制度で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲から反対されること

政治に意見が十分反映されないこと

その他

わからない

無回答

（％）

26.926.9

25.625.6

22.922.9

17.617.6

12.912.9

12.312.3

12.312.3

10.510.5

8.88.8

7.27.2

26.026.0

1.81.8

3.73.7

0 5 10 15 20 25 30

過剰な取材などによる私生活の平穏や
プライバシーの侵害があること

捜査・刑事裁判で受ける精神的負担が大きい
にもかかわらず、こころのケアがされないこと

加害者が裁判所から
命じられた賠償金を支払わないこと

刑事裁判手続きに犯罪被害者や家族の声が
まだ十分反映されないこと

警察に相談しても必ずしも期待どおりの
結果が得られないこと

犯罪による精神的・経済的負担が大きいこと

事件に関して周囲からの偏見や差別があること

その他

わからない

無回答

（％）

50.850.8

39.539.5

38.038.0

27.627.6

22.822.8

17.517.5

17.217.2

10.810.8

0.80.8

2.92.9

0 10 20 30 40 50 60

他人へのひどい悪口（誹謗〔ひぼう〕中傷）や
差別的な表現などを掲載すること

リベンジポルノ(元交際相手の性的な画像などを、
相手の同意を得ることなく、仕返しのためにインターネットの

掲示板などに公表する行為）が行われていること

犯罪を誘発する場となっている
出会い系サイトなどがあること

捜査対象の未成年者の
名前・顔写真を掲載すること

ポルノ画像など
有害なホームページがあること

いったん流れた情報の
訂正や回収が難しいこと

悪徳商法によるインターネット取引
での被害があること

他人のプライバシーに関する情報を掲載すること

第三者が無断で他人の電子メールを閲覧すること

差別を助長するような情報を掲載すること

その他

わからない

無回答

（％）

63.063.0

44.544.5

24.424.4

23.823.8

21.221.2

16.516.5

12.512.5

10.810.8

8.18.1

7.57.5

7.17.1

0.7

3.53.5

0 10 20 30 40 50 60 70

家族と一緒に生活をするという
当然の権利を奪われていること

被害者及びその家族に対し
傷つけるような報道があること

帰国など、期待どおりの結果が得られないこと

被害者の情報がまったく得られないこと

身体や居住移転の自由を奪われ、帰国できないこと

拉致問題に関する国民の理解が足りないこと

被害者及びその家族を興味本位で見ていること

その他

わからない

無回答

（％）

58.158.1

44.244.2

43.343.3

41.041.0

22.822.8

7.17.1

5.85.8

6.76.7

1.21.2

2.62.6

0 10 20 30 40 50 60 70

Ｑ10
犯罪被害者の方やその家族の人権侵害
について、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

犯罪被害者の方やその家族の人権について

Ｑ12
北朝鮮当局によって拉致された被害者などに
関し、特にどのような人権問題が起きていると
思うか
※○は3つまで （全体1,338人）

北朝鮮当局による拉致問題について

Ｑ9
日本に居住している外国人に関することで、
人権上、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

日本に居住している外国人の人権について

Ｑ11
インターネットを悪用した人権侵害
について、特に問題があると思うこと
※○は3つまで （全体1,338人）

インターネットを悪用した人権侵害について

ら　 ち
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生まれ育った土地での生活再建が難しいこと

被災地に関する風評被害があること 

職場、学校でいやがらせやいじめを受けること 

家族が離ればなれに暮らさなければならないこと

震災の記憶が風化し、忘れ去られること

差別的な言動をされること

遺族や遺児のこころのケアが十分でないこと

避難している人の健康被害が増えていること

その他

わからない 

無回答 

（％）

62.062.0

44.844.8

29.729.7

29.629.6

24.624.6

20.920.9

14.614.6

13.013.0

5.55.5

0.70.7

2.22.2

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

わからない

無回答

長時間労働が常態化して、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）が保てないこと

非正規雇用の割合が高くなり、
待遇の差が大きくなっていること

休暇制度があっても取れないような
実態があること

無理なノルマを課したり賃金不払い残業や
パワーハラスメントが横行したりといった

職場が存在すること

（％）

20.220.2

20.020.0

19.319.3

15.315.3

7.37.3

1.61.6

16.316.3

0 5 10 15 20 25

Ｑ14
働く人の人権について、
特に問題があると思うこと
※○は1つ （全体1,338人）

働く人の人権について

Ｑ16
部落差別などの同和問題に関して、
どのような人権問題が起きていると思うか
※○は3つまで （全体1,338人）

同和問題（部落差別）について

Ｑ13
東日本大震災やそれに伴う
福島第一原子力発電所の事故発生により、
どのような人権問題が起きていると思うか
※○は3つまで （全体1,338人）

東日本大震災に起因する人権問題について

Ｑ15
①

異性愛、同性愛などといった性的指向に関し、
どのような人権問題が起きていると思うか

性的指向に関する人権問題について

Ｑ15
②

生物的な性とこころの性が一致しない性同一性障害者に関し、
どのような人権問題が起きていると思うか

性同一性障害者に関する人権問題について

差別的な言動をされること

職場、学校などでいやがらせやいじめを受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

賃貸住宅などへの入居を拒否されること

宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること

その他

わからない

無回答

（％）

差別的な言動をされること

職場、学校などでいやがらせやいじめを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

就職・職場で不利な扱いを受けること

賃貸住宅などへの入居を拒否されること

宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること

その他

わからない

無回答

（％）

40.9
26.2
25.8
23.8

7.0
5.7

35.3
1.5

3.2
0 403010 205 453515 25

41.141.1

32.432.4
26.626.6

24.124.1

4.64.6

4.44.4

35.035.0

1.61.6

2.92.9
0 10 20 30 405 15 25 35 45

結婚問題での周囲からの反対があること

いわゆる同和地区への居住の敬遠があること

差別的な言動があること

身元調査を実施すること 

特に起きているとは思わない

就職・職場での差別・不利な扱いがあること

差別的な落書きがあること

部落差別などの同和問題を知らない

その他

わからない

無回答

部落差別解消推進法の内容や目的が
十分理解されていないこと

インターネットを悪用した差別的な
情報の掲載があること

地域の活動やつき合いでの
差別・不利な扱いがあること

（％）

31.831.8

25.625.6

18.218.2

15.115.1

14.014.0

12.312.3

11.411.4

10.510.5

9.09.0

3.33.3

1.91.9

19.419.4

2.52.5

2.82.8

0 10 20 305 15 25 35

※○は3つまで （全体1,338人））

※○は3つまで （全体1,338人）
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人権研修講師を派遣します！ （公財）兵庫県人権啓発協会では、
賛助会員を募集しています。

❶「ひょうご人権ジャーナルきずな」（毎月発
行）をお送りします。
❷人権啓発行事やイベント、講演会等の開催
についてご案内します。
❸法人・団体会員には要請に応じ、研修会や講
演会等の講師を派遣します。　　　　　　
（１口につき、研修料から10,000円免除）

(公財)兵庫県人権啓発協会では、住民学習会、企業研修会、ＰＴＡ研修会
など様々な人権研修会に、講師を派遣しています（兵庫県内に限る）。

  研修テーマ 
子ども（いじめ、虐待、不登校など）、高齢者、障害のある人、インターネット、
同和問題（部落差別）、男女共同参画、多文化共生、セクハラ・パワハラ、
LGBT、メンタルヘルス、公正採用、企業の社会的責任、風評被害、無縁社
会、地域づくり、人権全般、住民学習会の進め方 など

問い合わせ先 （公財）兵庫県人権啓発協会 研修部

（公財）兵庫県人権啓発協会からのお知らせ

利用時間　9時から17時まで（午前のみ、午後のみも可）
休館日　　国民の祝日（振替休日を含む）、年末年始
（その他改修・清掃等で使用できない日があります）

兵庫県立のじぎく会館 ご利用案内
のじぎく会館は、県民の皆さまの研修や講習、会議などに利用していた
だくことができます。ぜひ、ご利用ください。
＜施設ご案内＞※括弧内は室数
○大ホール（1）：360人（机使用の場合240人）　○大会議室（1）：126人
○特別会議室（1）：24人　○中会議室（8）：24～42人
○小会議室（4）：12～15人

＜利用にあたって＞
○事前申し込み必要、使用料必要
　（使用料金例：中会議室終日利用 3，300～3，900円）※10月から改定予定
○所定の申請書に必要事項を記入して申し込んでください。
※申請書は受付にあります。また、当協会ホームページからダウンロードができます。

＜無料貸し出し備品＞
○マイク（有線：3個、ワイヤレス：10個、ピンマイク：1個）　○ホワイトボード　
○プロジェクター　○スクリーン　○PCコード など

○ふれあいルーム（多目的室84人）
　学習・交流等に自由に利用することができます。
　（専用使用の場合は有料となります。また、専用使用中
は、他の人は利用できません。）

○視聴覚室
　人権関係のビデオの視聴ができます。

○図書資料室
　人権に関する図書、資料等を閲覧することができます。
（雑誌を除き、貸出を行っています。）

無料でご利用いただける部屋もあります

研修料（1回当たり）
受講者が50人以下の場合　15,000円
受講者が51人以上の場合　25,000円
※その他、講師派遣旅費が必要です。

入会すると

  年会費
個人会員 １口　  1,000円
法人・団体会員 １口　10,000円

複数口加入できます

お問い合わせ、お申込みは、右下欄外まで

新番組

※詳細については、当協会ホームページでご覧ください。

　暖かな日差しを受け、新しい環境や人との出会
いに期待を膨らませながら新年度のスタートを迎
えておられることでしょう。
　私も４月で「きずな」の編集に携わり３年目を迎
えました。県民の皆さんが人権について考えるきっ
かけとなるような誌面づくりに努めてきました。
　毎号、読者の皆さんから「きずな」で紹介した記
事に対する感想やご自身が人権にかかわる体験を

ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」（毎週火曜日10：00～13：00）で、

12：35頃から「きずな」の記事等を紹介しています。

された思い出などをお寄せいただき、読者の皆さん
とのつながりを感じてうれしく思っています。
　今年度も、県民の皆さんとともに人権について考
えていけるような「きずな」の編集を心掛けてまいり
ます。
　ご意見ご要望がございましたら、下記連絡先ま
でお寄せください。
　今年度もよろしくお願いいたします。（西村）

「きずな」は、当協会ホームページからも
ご覧になれます。

（公財）兵庫県人権啓発協会　〒650-0003 神戸市中央区山本通4-22-15 県立のじぎく会館内
TEL 078（242）5355　FAX 078（242）5360   　　info@hyogo-jinken.or.jp
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